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【池田支援学校】「校則の見直し」に係る協議の経過について

１ 校内における協議結果

1) ７月 運営委員会において県通知に基づいて「校則見直し」の校内手続きを行うこ
とを決定した。

2) ８月 夏季休業中に学部・分掌毎に「校則見直し」の検討･協議を行った。
3) ８月28日（月） 運営委員会において「校則見直し」の案を審議した（写真１）。
4) ９月６日（水） 職員会議において「校則見直し」の案を承認した（写真２）。

写真１：運営委員会 写真２：職員会議

5) 校内で取りまとめた「校則見直し」案は次のとおり（表１）。
① まず、本校の校則にあたるものは、「服装規
定」であることを確認した。 表１：「校則見直し」案

② 県の通知に基づき、
ア 児童生徒が主体的に学校運営に参画
イ 手順や手続きの明文化
ウ 人権尊重の内容・表現
エ 合理性
オ ＰＴＡや学校運営協議会の意見の聴取
を踏まえてとりまとめ、服装、靴下、頭髪に関

する条項の変更若しくは補足を行った。

第４条(1) 服装
男女の制服については、本人等の申し出があっ

た場合、本人－保護者－学校 間で協議し、ズボ
ンの選択もできる。ズボンを選択した場合、ショ
ールカラーブラウスに加え、カッターシャツ若し
くはポロシャツの着用の選択もできる。
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第４条(4) 靴下
式典等の学校行事の際は、単色（白・黒・紺）とする。

第４条(7) 頭髪
学校生活に支障がない髪型とする。

２ PTA役員会における意見聴取結果

９月８日（金）PTA役員会において、校内
で取りまとめた「校則見直し」案について説
明を行い、意見の聴取を行った（写真３）。
PTA役員からは、「校則見直し」案について

は修正・追記を求める意見は出ず、同意を得
ることができたが、制服・体操服の機能性や
時代性に関する要望等が出された。これに対
し、令和６年度にPTAでの協議を行うことで
了承を得た。これに併せて、全保護者に対し
て「校則見直し」案に対する書面による意見
聴取を行ったところ、概ね同意を得た。

写真３：PTA役員会の協議の様子

３ 学校運営協議会における意見聴取結果

９月14日（木）、学校運営協議会を開催し同
委員から「校則見直し」案に対する意見聴取
を行った（写真４）。
委員からは児童生徒への自由度を求める意

見の他、社会の規範を学校で指導する重要性
についても意見が出された。「校則見直し」案
に対しては、同意を得ることができた。
また、積極的な学校への児童生徒の参画に

ついて推進することが要望された。

写真４：学校運営協議会の様子
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４ 児童生徒会役員会での意見集約

９月25日（月）児童生徒会役員を対象に「校則
見直し」に関する学校側の説明を行った後、「①
服装に関すること」、「② 学校の規則（ルール）に
関すること」、「③ 学校への意見について」の各テ
ーマ毎に話し合いを行った（写真５～９）。
①については、現状のままでよいとする意見が

多数であったが、学校側の説明などを聞いて機能
性や時代性にあった変更を求める意見も出された。

写真５：児童生徒会との話し合い

写真６：話し合いの様子(1) 写真７：話し合いの様子(2)

写真８：話し合いの様子(3) 写真９：話し合いの様子(4)

②については、学校の規則を守ることを高める意見や学校生活で改善した方がよい内容
に関する意見も出された。③については、新型コロナウィルス感染症の５類移行を受けて、
学校全体で児童生徒が関わり合える授業の展開など学校が楽しくなる取組をしたいという
積極的な要望が出された。
教員からは、児童生徒会の意見について改めて教員間で協議を行うこと、今後も児童生

徒会との話し合いを進めることなどについて提案した。


